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岩手県における食中毒発生状況（原因物質別件数） 

年次 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 累計 

総数 8 10 10 14 16 8 5 16 19 10 116 

サルモネラ属菌 1 3 1 1 6 

ぶどう球菌 2 1 1 1 1 1 1 8 

腸炎ビブリオ 1 1 1 3 

腸管出血性大腸菌 1 1 

ウエルシュ菌 1 1 2 4 

カンピロバクター 2 1 2 2 1 1 2 2 13 

ノロウイルス 1 1 2 6 5 3 7 11 6 42 

植物性自然毒 2 3 3 5 3 5 6 3 1 31 

その他 2 4 2 8 

◆本県におけるノロウイルス食中毒の原因食品 
  飲食店（食堂、旅館等）の食事、学校給食・保育所給食・施設給食、 
  会席料理・宴会料理、仕出し弁当、握り寿司、生カキなど 
   ⇒カキ関連事例以外では、調理従事者からの 
    二次汚染が原因と考えられる事例が多い。 



(1)初発月日  平成25年３月10日 

(2)有症者数  62名（３グループ） 

(3)主症状    嘔吐、下痢 

(4)病因物質  ノロウイルスGⅡ 

(5)原因食品  巻きずし 

(6)原因施設  飲食店（すし屋） 

(7)感染経路  調理従事者のうち１名が、前日の調理中に体調 
          不良（軟便、悪寒）により早退したが、翌日、同従 
          業員は体調が回復したと思い、調理に従事して 
          おり、この従事者が食品を汚染したものと考えら 
          れた。検便の結果、当該調理従事者からノロウイ 
          ルスが検出された。 

事例１ 

 イベントで提供された巻きずしを食べた３グループ106名中、 
62名が嘔吐、下痢等の食中毒症状を呈したもの。 



(1)初発月日  平成25年2月16日 

(2)有症者数  14名（1グループ） 

(3)主症状    嘔吐、下痢、発熱 

(4)病因物質  ノロウイルスGⅠ／GⅡ 

(5)原因食品  カキ酢（推定） 

(6)原因施設  飲食店（すし屋） 

(7)感染経路  有症者全員がカキ酢を喫食。 
           調理従事者からはノロウイルスは検出されず。 
           施設の衛生管理に問題はなし。 
           同一日時に別グループも当該施設を利用してい 
          たが、カキ酢の提供はなく、発症者もなし。 

事例２ 

 同じ飲食店で食事をした職場グループ19名中、14名が嘔吐、
下痢等の食中毒症状を呈したもの。 



平成25年度岩手県食品衛生監視指導計画（抜粋） 

◆ 重点的に取り組む事項 
 １ 食中毒予防対策 
   過去の県内外の食中毒事件発生状況を踏まえ、食中毒予防 
  対策を継続して実施する。 
   特に、県外において発生した腸管出血性大腸菌による食中毒 
  事例を受け、漬物製造業及び食肉の生食等の関連する飲食店 
  営業及び食肉処理業を対象に重点的に取り組むとともに、例年 
  患者数の多いノロウイルス食中毒について、感染症発生動向を 
  踏まえ関係機関と連携して発生予防対策に取り組む。 

 ２ 食品等の検査強化 

 ３ 適正な食品表示の徹底 

 ４ ＨＡＣＣＰ方式の考え方に基づく衛生管理（岩手版ＨＡＣＣＰ） 
  の指導等 

 ５ 食品に関する信頼の向上と県民理解の増進  



感染症発生動向調査（感染症分布図） 
「岩手県感染症情報センター」 

平成25年第47週（11/18～24） 平成25年第48週（11/25～12/1） 

数字は定点 
あたり患者数 



「ノロウイルス食中毒発生防止対策事業」 

 ◆ 目的 
   我が国で発生している食中毒で発生件数が多く、本県でも大規模 
  な食中毒が発生しているノロウイルス食中毒を未然に防止する。 

 ◆ 実施時期 
   平成25年11月1日～11月29日 

 ◆ 実施機関 
   県内各保健所、県民くらしの安全課 

 ◆ 実施内容 
  ① 食品衛生監視員による食品関係施設等に対する監視指導 
   ・ 飲食店営業（主に旅館、ホテル、すし屋、仕出し・弁当屋等） 
   ・ その他、ノロウイルス食中毒の発生リスクが高い施設   
  ② 食品関係者・集団給食施設従事者等に対する衛生講習会 
  ③ 一般消費者に対する普及啓発 
   ・ リーフレットの配布 
   ・ 地元新聞、市町村広報紙等の活用 



ノロウイルス食中毒予防リーフレット 



生産段階における取組み（生食用カキ） 

  岩手県では、生食用カキを生産する漁業協同組合、県漁連及び県関係部局 
 が相互に協力しながら、本県産生食用カキの安全性の確保に努めている。  

 (1) 漁業協同組合 
   ① 生食用カキのノロウイルスの自主検査 
    ・ 生食用カキを生産する全ての海域（8海域）において、 
         出荷期間中は毎週、出荷前に検査を実施  
   ② 出荷の自粛 
    ・ 検査の結果、ノロウイルスが検出された場合は、当該カキの生産海域の 
     生食用カキの出荷を自粛 
   ③ 再検査の実施 
    ・ ノロウイルスが検出された当該生産海域のカキについては、ノロウイル 
     スが陰性になるまで再検査を実施 
 (2) 県及び県漁連 
   ・ 再検査が陰性になった場合は、漁協と協議し、 
    生食用カキの出荷再開を指導 
 (3) 県関係部局（環境生活部、保健福祉部、農林水産部） 
   ・ ノロウイルス対策のための試験研究及びノロウイルス浄化方法の検討 
   ・ カキ処理場の監視指導など 



調査研究（県環境保健研究センター） 

◆ ノロウイルスによる健康被害発生防止対策に関する研究 
 ① 環境水等の濃縮方法の検討とノロウイルス定量法の検討 
 ② 閉鎖湾に係るノロウイルス汚染状況調査 
 ③ 下水処理におけるノロウイルスの挙動調査 

◆ マガキの生産段階におけるノロウイルス・リスク低減に関する研究 
 ① 養殖マガキにおけるノロウイルス汚染発生要因の検討 
 ② 低リスク海域への移動による浄化効果 

◆ 水系におけるノロウイルスの挙動とリスク低減に関する研究 

◆ 吸着材を利用したノロウイルス低減化に関する研究 

ノロウイルスの電子顕微鏡写真 



ご清聴ありがとう
ございました！ 

 
 １ 持ち込まない 
   調理施設にウイルスを持ち込まない。 
 ２ 拡げない 
   調理施設をウイルスで汚染させない。 
 ３ やっつける 
   加熱して、ウイルスを死滅させる。 
 ４ 付けない 
   食品をウイルスで汚染させない。 

◆ノロウイルス食中毒の予防四原則 


